
 

秘密保持契約書（例） 

 

 

 株式会社●●（以下「甲」という。）と株式会社●●（以下「乙」とい

う。）は、〇〇〇〇（以下「本取引」という）を検討することを目的とし

て、互いに開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約

（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

第１条（秘密情報） 

本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が、相手方に対し、開示の方

法及び媒体を問わず、秘密である旨を明示して開示した技術上又は営業上の

情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいい、これらの情報を含む

記録媒体その他の有体物を含むものとする。ただし、開示を受けた情報が次

の各号の一に該当する場合において、開示を受けた当事者が該当する事実を

書面で立証できるときは、当該情報は秘密情報に含まれないものとする。 

①開示を受けたときに既に保有していた情報 

②開示を受けたときに既に公知であった情報 

③開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった

情報 

④開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負

うことなく正当に取得した情報 

⑤開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく、独自に取得し、又は

創出した情報 

 

 

第２条（秘密保持義務及び目的外使用の禁止） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・（全 3 ページ）・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ※本雛形をご希望の方はお問い合わせください。 



 


